
≪平成19年12月公表≫

1．職員の任免及び職員数等に関する状況

①部門別職員数の状況 (各年4月1日現在)

（注）１．職員数は一般職に属する職員数であり、派遣職員などを含み、臨時又は非常勤職員を除いています。

　　　２．総務企画に浦安市川市民病院理事を含み、教育には教育長は含んでいません。

　平成１７年６月に「市川市人事・給与制度の運営状況の公表に関する条例」が施行されましたので、今年度も「市川市人事行政
運営等の状況」の中で給与の状況と併せてお知らせします。
　この公表は、地方公共団体の人事行政運営の公正性、透明性を高めることを狙い、平成１８年度の人事や給与、福利などの実
態を市民の皆さんにご理解いただくためのものです。
　また、職員給与の状況につきましては、他団体との比較などを追加した詳細な内容のものを平成20年3月に総務部職員課の
ホームページに掲載する予定です。
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市川市人事行政運営等の状況
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19 0 0 0
472 0 △ 1 4

126 △ 1 △ 1 3

770 △ 14 △ 7 △ 11

364 △ 19 △ 19 △ 21

9 △ 1 △ 1 0

22 1 △ 1 0

14 △ 2 △ 1 0

327 0 0 △ 2

2,123 △ 36 △ 31 △ 27

528 △ 25 △ 35 △ 24
499 △ 2 0 0

部門別職員構成 3,473人

下水道事業等,
323人, 9%

消防, 499人, 14%

教育, 528人, 15%

民生, 770人, 22%

税務, 126人, 4%

土木, 327人, 9%

商工・労働 ,
23人, 1%農林水産, 22人, 1%

衛生, 364人, 10%

議会, 19人, 1%

総務企画, 472人, 14%
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②職員の採用及び退職の状況
採用者数 (平成18年度) 職員採用試験の状況 (平成18年4月1日) 退職者数 (平成18年度)

２．人件費の状況 (平成18年度普通会計決算)

平成18年度の普通会計決算における人件費の状況は下表のとおりです。

消防職員 1人

(注) 左表との差である18人の主なものは、
学校からの出向者です。

計 2,215人

保育士 165人 3人

応募者数

3人

58人

47人

33人

普通 64人

退職事由

定年

76人

　人件費とは一般職員に支給される給与と市長や議員など特別職に支給される給料、報酬、手当のほか共済費(社会保険料の事業
主負担分に相当するもの)などを含む経費の合計をいいます。

職　種

計 169人

消防職員 32人 1人

59人一般行政職

1人

3人

2人

住民基本台帳人口

(平成19年3月31日現在)

歳 出 額

Ｂ／ＡＢ

21人

2人

実質収支

8人

15人

人件費

管理栄養士

作業療法士

1,916人

職　種

介護福祉士

看護師

保健師

Ａ

採用者数

人件費率

合格者数

41人

退職者数

69人

1人

1人

3,598,070千円 28.8％28.5％

6人

1人

6人

32,480,850千円454,923人

保育士

計

（参考）

１7年度の人件費率

3人

3人

死亡

勧奨

114,098,624千円

11人

一般行政職

保健師

作業療法士

介護福祉士

看護師

管理栄養士

部門別職員構成 3,473人

医師・医療職,
111人, 3%

看護保健職,
127人, 4%

教育職　, 74人, 2%

税務職, 148人, 4%

消防職, 496人, 14%

福祉職, 471人, 14%

技能労務職, 419人,
12%

一般行政職,
1,627人, 47%
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３．職員給与費の状況

平成19年度一般会計当初予算における職員給与費の状況は下表のとおりです。

（注）１．職員手当には退職手当を含みません。

　　　２．(    )は再任用短時間勤務職員で外書です。

４．職員の平均給料月額、

 　平均給与月額及び平均年齢の状況 (平成19年4月1日現在)

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

(注) 平均給与月額とは、給料と職員手当 (期末・勤勉・退職手当を除く) の合計です。

（注）ラスパイレス指数とは、国家公務員（一般行政職）の給料を１００として比較した給料水準です。

Ａ

うち清掃職員

( 79人 )

387,393

給　 料

355,936

378,061

職員手当

4,555,981千円

平均年齢

25,483,663千円

45歳  2ヶ月

7,815千円

　　　　　計　　　　Ｂ

48歳  6ヶ月

　国家公務員

6,432,563千円

437,211356,090

平均給料月額

14,495,119千円

平均給与月額

一人当たり給与費

Ｂ／Ａ

職員数

3,182人

区　　分

給 与 費

期末・勤勉手当

44歳  6ヶ月444,419

514,987

426,295

410,960

350,001

幼稚園教育職

451,654

一般行政職

技能労務職

うち用務員

うち学校給食員

349,977

給　料
給与費のうち　56.9％
（144億9,511万9千円）

職員手当
給与費のうち　17.9％
（45億5,598万1千円）

期末・勤勉手当
給与費のうち　25.2％
（64億3,256万3千円）

給与費

（254億8,366万3千円）

ラスパイレス指数

（Ｈ13）,
104.9 （Ｈ13）,

103.3 （Ｈ13）,
101.4

（Ｈ18）,
 100.8

（Ｈ18）,
100.0

（Ｈ18）,
97.4

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

市川市 県内市平均 全国市平均
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５．職員の初任給の状況 (平成19年4月1日現在)

　学校卒業後すぐに採用された者の初任給月額は下表のとおりです。

円 円

円 円

円

円

６．職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 (平成19年4月1日現在)

　一般行政職、技能労務職、教育職の経験年数別、学歴別の平均給料月額は下表のとおりです。

円 円 円

円 円 円

円

円 円

(注) 経験年数には、採用前に民間勤務歴がある場合等、その期間を換算し採用後の年数に加算した年数も含まれます。

７．一般行政職の級別職員数の状況 (平成19年4月1日現在)

　一般行政職の級別職員数とその構成は下表のとおりです。

 (注) １．標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

　　　 ２． 6級以上の職員には、職務に応じた割合で管理職手当が支給されます。

　　　 ３． (      ) 内は、再任用短時間勤務職員で外書です。

1.7%2.4%6.2%

〜〜 〜
17/100

(100%)

(100%)

18.9%

－ －管理職手当支給割合 －

1.6%

一般行政職

技能労務職

該当なし

7.7%

37.2%

100%

1.8%

1.7% 100% (100%)

100% (100%)7.0%

該当なし

参
考

次長

2.0%

2.0%

中　学　卒

125人

副主幹 部長

28人

課長主幹

1,626人(65人)32人

5年前の構成比

17.6%

19.4%

16/100
13/100

17/100 19/100

高　校　卒

138,400

一般行政職
大　学　卒

標準的な職務内容

職員数

1年前の構成比

9.2%

15.4%4.3%

149,400

区　　　         分

中　学　卒

経 験 年 数 １ ０ 年

12.6%

1級

主任

7.1%

1.8%

主事補

41人

2.5%

6.6%

149人

該当なし

280,400

179,200

決定初任給

329,500

388,400

経 験 年 数 ２ ０ 年経 験 年 数 １ ５ 年

329,500

302,000該当なし

国

14/100

226,300

278,500

8級 計7級 9級

該当なし

市　　川　　市

該当なし

276,400

決定初任給

174,300

141,600

該当なし

高　校　卒

151,800

高　校　卒

区 分

区分

高　校　卒

大　学　卒

技能労務職

－

12.5%37.9%

(65人)

3級

構成比

116人

主事

5級2級

248,100

4級

37.1% 12.4%

316人 616人 203人

主査

13.4%

6級

教　育　職
大　学　卒 該当なし

高　校　卒 該当なし

16/100
－

2級, 7.1% 2級, 6.6%

3級, 9.2% 3級, 12.6% 3級, 18.9%

4級, 19.4% 4級, 17.6%
4級, 15.4%

5級, 37.9% 5級, 37.2% 5級, 37.1%

6級, 12.5% 6級, 13.4% 6級, 12.4%

7級, 7.7% 7級, 7.0% 7級, 6.2%

1級, 1.6%1級, 1.8%1級, 2.5% 2級, 4.3%

8級, 2.4%8級, 2.0%8級, 2.0%

9級, 1.7%9級, 1.8%9級, 1.7%
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平成１９年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

4



≪平成19年12月公表≫

８．期末手当・勤勉手当 (平成18年度)

　期末・勤勉手当は、民間企業の賞与などに相当するものです。職員に支給された割合は下表のとおりです。

職制上の段階、職務の級等による加算措置有 職制上の段階、職務の級等による加算措置有

９．退職手当の状況 (平成19年4月1日現在)

　職員が退職した場合に支給される退職手当は、退職時の給料月額に退職事由や勤続年数に応じた一定の率を乗じて得た額になります。

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～２０％加算） （２％～２０％加算）

１人当たり平均支給額　 千円 千円

(注)1人当たり平均支給額は平成18年度実績額です。

１０．職員手当の状況 (平成19年4月1日現在)

①地域手当

千円

円

％ ％

(注)１． 支給対象職員数の(      ) 内は、再任用短時間勤務職員で外書です。

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

1.4ヶ月分

（支給率）

12月期 1.6ヶ月分 0.725ヶ月分

6月期

6,152,896 千円

国

期末

26,901

23.50

47.50

7,726

自己都合 勧奨・定年

１人当たり年間平均支給額

市　　　　　　　　　　　川　　　　　　　　　　　市

2.125ヶ月分

支給実績（１8年度決算）

区分

計勤勉

0.725ヶ月分

－

0.725ヶ月分

期末 勤勉

2.125ヶ月分

計

　　支給実績(18年度決算)

2.325ヶ月分 1.6ヶ月分 0.725ヶ月分 2.325ヶ月分

1.4ヶ月分

1,828 千円

3.0ヶ月分 1.45ヶ月分 4.45ヶ月分

市　　　　　　　　　　　川　　　　　　　　　　　市 国

計 3.0ヶ月分 1.45ヶ月分 4.45ヶ月分

23.50 30.55

33.50 41.34 33.50 41.34

30.55

47.50 59.28

59.28 59.28 59.28 59.28

59.28

1,487,387

支給職員１人当たり平均支給年額（１8年度決算） 442,016

支給対象職員数 国の制度（支給率）支給対象地域 支給率

103,472人 (75人)市川市 10
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②特殊勤務手当

千円

円

％

③時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

心身障害者訓練手当 心身障害者指導訓練に従事した職員

行旅死病人取扱手当 行旅死病人の収容処理に従事した職員

放射線取扱手当

財産取得交渉手当 財産の取得交渉に従事した職員

支給実績（18年度決算） 89,051

57,378

職員全体に占める手当支給職員の割合（１8年度） 44.8

手当の種類（手当数） 35

支給職員１人当たり平均支給年額（１8年度決算）

左記職員に対する支給単価

徴収手当 市税等歳入の徴収に従事した職員 市税、保育料等徴収 日額２８０円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

日額３００円

調査手当 市税の賦課調査等に従事した職員 税の賦課、評価調査 日額１７０円、２２０円

滞納処分手当 財産差押に従事した職員 市税、国保税等差押

財産の取得交渉 日額３５０円

社会福祉指導手当 社会福祉主事等の職務に従事した職員 社会福祉主事等の職務 月額３，７００円、４，５００円

心身障害者指導訓練 月額４，５００円

介護手当 心身障害者又は老人の介護に従事した職員 心身障害者等介護 日額３００円

行旅死病人取扱 １件当たり２，５００円、３，５００円

医務手当 医療施設等の医師、歯科医師 診療、救護、保健指導 月額１４０，０００円

エックス線等の取扱に従事した職員 エックス線放射線取扱 日額２００円

夜間看護等手当 病院、介護老人保健施設に勤務する職員 深夜にわたった看護、介護 １回３，４００円、６，８００円

感染症消毒作業手当 感染症の消毒作業に従事した職員 法に規定する一類～三類感染症 日額６００円

健康相談指導手当 結核患者の健康相談、指導に従事した職員 結核患者の健康相談、指導 日額２００円

予防接種勤務手当 予防接種に従事した保健師、看護師 予防接種業務 日額１５０円

臨床検査手当 病院、介護老人保健施設に勤務する職員 採血、生化学検査 日額２００円

施設勤務手当 作業環境が特殊な施設等に勤務する職員 施設勤務 月額２，０００円、４，５００円

変則勤務手当 変則勤務をする職員 変則勤務 月額５００円

土曜日曜勤務手当 土曜日曜に正規勤務時間を割振られた職員 土曜日曜正規勤務 日額８００円

特定自動車運転手当 乗車定員３０人以上のﾊﾞｽの運転に従事した職員 運転業務 日額４５０円

清掃作業手当 ごみの収集、処理作業等に従事した職員 ごみの収集、処理等業務 日額４５０円

葬儀作業手当 火葬、納骨等に従事した職員 葬儀作業 日額４５０円

動物死体処理作業手当 動物死体の処理作業に従事した職員 動物死体処理作業 １件当たり１２０円

水洗便所、浄化槽検査指導手当浄化槽の管理指導等に従事した職員 検査、管理指導業務 日額２５０円

特定化学物質取扱手当 特定化学物質の取扱に従事した職員 特定化学物質取扱業務 日額３００円

土木作業手当 土木、公園の作業に従事した職員 道路補修、草刈消毒等 日額４５０円

給食調理手当 給食調理に従事した職員 給食調理業務 日額２５０円

守衛業務手当 守衛業務に従事した職員 守衛業務 月額４，０００円

ﾎﾞｲﾗｰ取扱手当 ﾎﾞｲﾗーの取扱に従事した職員 ﾎﾞｲﾗｰ取扱業務 日額２５０円

飼育作業手当 動物園に勤務する職員 動物飼育作業 月額４，０００円

出動手当 消防職員 火災、救急業務等 １回１４０円～５００円

機関勤務手当 消防職員 消防車、救急車の運転業務 １勤務１８０円～２２０円

消防夜間特殊業務手当 消防職員 夜間特殊業務 １回２６０円

消防特別救助隊員手当 消防職員 特別救助隊員業務 月額２，８００円

潜水作業手当 消防職員 潜水作業 １回３００円

年末年始勤務手当 年末年始に勤務した職員 年末年始勤務 １時間８００円 (８時間限度)

支給実績（１8年度決算） 911,311

支給職員１人当たり平均支給年額（１8年度決算） 318

支給実績（17年度決算） 986,271

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算） 340

6
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④その他の手当

円

円

円

円

円

円

円

円

円

１１．特別職の報酬等の状況 (平成19年4月1日現在)

　特別職の給料、報酬等は平成19年4月1日より、退職手当は平成17年4月1日より下表のようになっています。

円

円

円

円

円

円

(注) 退職手当は任期毎の支給です。

　　　議員等の報酬は、経過措置により平成19年5月2日より適用

4.45ヶ月分

837,000

期末手当

652,000

604,000

区　　　分 月　　　額

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（18年度決算）

市　 長

議   員

724,000 2.325ヶ月分

6月期

12月期

2.125ヶ月分

副議長

収入役

1,016,000

給
料

副市長

728,000

計

議   長

報
酬

(平成18年度)

手　当　名 内容及び支給単価

扶養手当

○配偶者 13,000円
○その他親族１人につき
6,000円(扶養親族でない配
偶者がある場合は1人目
6,500円、配偶者がない場合
は1人目11,000円)
○満16歳の年度初めから満
22歳の年度末まで子1人
5,000円加算

同

支給職員１人当たり
平均支給年額
（18年度決算）

388,442 千円 220,205

住居手当

○借家の場合(家賃6,000円
を超える場合に限る)家賃の
額に応じて月額27,000円を
限度に支給
○持家かつ世帯主の場合
10,000円/月支給

異

借家(家賃12,000円超
に限る)限度額は市と
同じ自宅の場合新築・
購入後5年間のみ月額
2,500円支給

302,094 千円 151,349

通勤手当

○電車　6ヶ月定期相当額支
給
○バス回数券相当額支給
○自転車等を使用する場合
距離に応じて2,000円から
24,500円まで支給

異

電車、バスを利用する
場合6ヶ月定期代を基
礎として1ヶ月あたり
55,000円まで全額支給 310,286 千円 104,508

管理職手当
給料月額に対し13%～19%を
職務に応じて支給 異

俸給月額に対し8%～
25%を官職に応じて支
給

402,975 千円 799,553

休日勤務手当

休日等において勤務した場
合、時間単価の100分の135
～160の範囲で支給

同 176,994 千円 63,325

夜間勤務手当

正規の勤務時間として午後
10時から翌日午前5時まで
勤務する職員に対し、その
勤務1時間につき勤務1時間
あたりの給与額の100分の
25を支給

同

宿日直手当

宿日直勤務を命ぜられた職
員は、その勤務1回につき
4,200円(医師は20,000円)を
支給

同

管理職員特別勤務手当

管理職員が週休日又は休
日に本来業務以外で勤務し
た場合に職務に応じて5,000
円～12,000円の範囲で支給

異

官職に応じて4,000円
～18,000円の範囲で
支給

災害派遣手当

災害対策基本法等により災
害応急対策又は災害復旧
のため派遣された職員が市
内に滞在することを要する
場合に支給する1日3,970円
～6,620円

給料月額×在職月数×0.36 (16年度までの支給率 0.4 )

給料月額×在職月数×0.26 (16年度までの支給率 0.3 )

311 千円 617

－ 千円 －

退職手当

給料月額×在職月数×0.57 (16年度までの支給率 0.7 )

52,721 千円 125,526

311 千円 77,750
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１２．勤務時間その他勤務条件の状況

①勤務時間

　職員の勤務時間は原則として次のとおりです。（平成19年4月1日現在）

②休暇制度

　職員の休暇制度は次のとおりです。（平成19年4月1日現在）

１３．休業制度

　職員の休業制度は次のとおりです。（平成19年4月1日現在）

１４．分限及び懲戒の状況 (平成18年度)

１５．服務の状況(平成18年度)
職務専念義務免除 営利企業等の従事許可

１６．研修及び勤務評定の状況
①職員研修制度

平成18年度の研修受講者数

※一般研修は職場研修を含む

○介護休暇　（配偶者又は2親等以内の親族の介護にあたる場合）
【平成18年度の取得状況】　取得者：述べ9人
　取得期間：1月以下 9人、1月超2月以下0人、3月超4月以下0人

○病気休暇　（負傷又は疾病により療養を要する場合）

無給休暇

勤務時間

休憩時間

休息時間

○年次休暇　（1暦年につき20日付与。20日を限度に翌年に繰り越し可）
【平成18年度の取得状況】　1人平均日数：15.5日

4人

有給休暇

14人

7人

6人

1人

講師

その他

計

○組合休暇　（職員団体の業務又は活動に従事する場合）

計 337人

その他

午前8時40分　～　午後5時10分
休憩時間を除いて7時間45分で1週間あたり38時間45分

午後0時　～　0時15分　及び　午後3時　～　3時15分
（各15分で勤務時間に含まれる。）

午後0時15分　～　1時（45分）

公務

計48人

3人

勧奨退職

64人

7人

研修・講師依頼 244人

22人

計

休業の名称

休職

降任

免職

育児休業

降給

懲戒処分

47人

 0人

停職

1人 0人 戒告

0人

人

 一般研修（指定研修）

 特別研修（行政ニーズ対応研修）

計

1,225人

1,847人

3,072人

　市川市の職員研修は、所属ごとで行う職場研修の他、職位ごとに受講を義務付けた指定研修、公募型エントリー制で希望
者が受講できる行政ニーズ対応研修、そして高度な専門知識の習得や職務遂行能力の向上を図るために研修機関等に派
遣する派遣研修で組み立てられています。

文化体育活動

○特別休暇　（19種類）

内　　　容

子が三歳になるまで取得できる無給休業
【平成18年度の取得状況】女性39人、男性1人

三歳に満たない子の保育園の送迎等のために30分単位で2時間まで取得できる無給休業
【平成18年度の取得状況】女性0人、男性0人

部分休業

分限処分

減給1人

免職

8
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②勤務評定

１７．福祉及び利益の保護の状況

①職員の福祉に関する措置

②公務災害及び通勤災害の状況

１８．公平委員会の業務の状況

認定 6件 認定 5件

歳出 270,245,000円 256,519,997円

申請

公務災害の申請受理件数及び認定件数 通勤災害の申請受理件数及び認定件数

歳入

予算

270,245,000円

決算

273,455,573円

市 川 市 職 員 勤 務 評 定 実 施 要 領

　　（趣　旨）
　第１条　この要領は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第４０条第１項の規定に基づき
　　実施する職員の勤務成績の評定（以下「勤務評定」という。）について必要な事項を定める。
　　（被評定者の範囲）
　第２条　勤務評定は、次の各号に掲げる者を除き、すべての職員について実施する。
　　(1)　臨時的任用職員
　　(2)　非常勤職員 （再任用短時間勤務職員を除く）
　　(3)　任命権者が評定の実施を不適当又は不必要と認める職員
　　（評定の種類）
　第２条の２　勤務評定は定期評定及び特別評定の２種類とする。
　　（評定日及び評定期間）
　第３条　定期評定は毎年５月１日と１１月１日を評定日とし、その評定期間は
　　各評定日前６月の期間とする。
　　（条件附採用期間の評定）
　第３条の２　特別評定は採用から５月を経過した日を評定日とし、その評定期間は
　　採用から５月の期間とする。
　　（評定者）
　第４条　勤務評定を行う者（以下「評定者」という。）は、任命権者が被評定者の
　　監督者の中から指定するものとする。
　　（調整者）
　第４条の２　調整者は評定者が行った評定に補正の必要を認めた場合、評定者と
　　協議をし、評定の補正をする。
　　（考課票及び条件附採用期間勤務評定書）
　第５条　定期評定は、別に定める考課票により実施する。また、特別評定は、別に
　　定める条件附採用期間勤務評定書により実施する。
　２　評定者は、公正な判断に基づいて職員の勤務成績を考課票及び条件附採用期間
　　勤務評定書に記録しなければならない。
　３　前項の規定により記録された後は、事務上の誤りがある場合のほかはいかなる
　　者も考課票及び条件附採用期間勤務評定書の内容を変更することはできない。
　　（考課票及び条件附採用期間勤務評定書の効力）
　第６条　考課票及び条件附採用期間勤務評定書は、当該評定期間における職員の勤務
　　成績を示すものとする。
　　　ただし、特別の理由がある場合を除き、新たに勤務評定が行われるまでの間は、
　　当該職員の勤務成績を示すものとみなすことができる。
　　（結果の取扱）
　第７条　勤務評定の結果については、公開しないものとする。
　　（その他）
　第８条　この要領の実施について必要な事項は、別に定める。

申請 5件6件

　市川市の勤務評定制度は、地方公務員法第40条の定めに従い、昭和58年度から実施しているものです。その内容は、1年
を上期と下期の半年毎に分けて、その間の職員の勤務状況を直属の上司が評定して、職員の育成や昇任、昇給等の処遇に
役立てるものです。そして、平成11年度には、評定要素を成績、情意、能力別に11項目に細分化するとともに、平成13年度か
らは、評価結果を勤勉手当の支給率に反映させるなど、制度の充実に努めています。

　公平委員会の職務は、職員の勤務条件に関する措置の要求や職員に対する不利益な処分についての不服申し立てを審査
し、必要な措置を講ずることです。
　平成18年度において、勤務条件の措置の要求及び職員に対する不利益な処分についての不服申し立てはありません。

　職員が公務又は通勤により受けた身体的損害（負傷、疾病、障害又は死亡）を補償するもので、平成18年度の状況は次の
とおりです。

  職員及び家族の福利厚生の充実を目的として、昭和37年7月に職員互助会が発足しました。事業内容としては、福利厚生事
業の他に給付事業、貸付事業、食堂運営などがあります。
　平成18年度の決算の状況は次のとおりです。

9


